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書面によらない贈与
－贈与時期に係る判決・裁決－

はじめに

贈与は、当事者の一方が自己の財産

を無償で相手方に与える意思を表示

し、相手方が受諾することによって効

力を生ずるとされていますが、書面に

よらない贈与は、履行の終わった部分

を除き、各当事者が撤回することがで

きる（民法５４９条、５５０条）こととされ

ています。

相続税法基本通達では、贈与による

財産の取得の時期は、書面によるもの

についてはその効力の発生した時、書

面によらないものについてはその履行

の時（相基通１の３・１の４共－８）

と取り扱われています。

また、判決では、不動産が贈与され

た場合には、不動産の引渡し又は所有

権移転登記がなされたときにその履行

があったと解されるとしています。（名

古屋地裁平成１０年９月１１日判決）

今回は、この書面によらない贈与の

贈与時期（履行の時）が争われた判決

と裁決をご紹介します。

Ⅰ 土地の所有権移転登記時
に贈与があったとされた事例

平１８．１２．５東京地裁（棄却・確定）

Ｚ２５６－１０５９５

本件は、平成９年３月１５日に死亡し

た亡丁の相続人である原告らが、本件

各土地について、兄亡戊（平成１６年２

月１日死亡）と亡丁との間で作成され

た昭和５３年４月１日付け「遺産（土地）

贈与協議書」（第１協議書）による贈与

を原因として所有権移転登記手続を行

ったところ、原処分庁らから贈与税決

定処分等を受けたことから、その取消

しを求めた事案です。

裁判所は、第１協議書は、「贈与する

ことを約束した。」となっており、ほ

かに贈与の時期・条件等の具体的な定

めがないこと、登記手続をする機会が

何度もあったにもかかわらず、亡丁が

死亡するまで登記手続がとられていな

いこと、亡丁が入院中に亡戊に対し、

贈与に関する税金等の費用を亡戊の負

担とすることを明記した第２協議書に

ことさら署名を求め、亡戊もこれに応

じていることなどにも鑑みると、将来

のある時期に本件各土地を贈与するこ

となどは合意されていたものの、多額

の贈与税が課されることが予想された

ため、第２協議書作成時点でも実際の

贈与は行われておらず、贈与に関する

税金などを亡戊が負担する限り、贈与

を実行する時期については亡戊の判断

に委ねられており、結局贈与が実行さ

れないまま亡丁が死亡したと解するの

が相当であると判断しました。

そして、本件所有権移転登記は、原

告らが提訴した、亡戊を被告とする別

件訴訟で、昭和５３年当時の原告らへの

直接の贈与を変更後の請求原因事実と

して主張したことに対し、亡戊が抗争

を断念することによって実現したもの

というべきであって、請求原因事実の

変更から登記までの間に、原告らと亡

戊との間で黙示の贈与契約が成立した

というべきあり、この贈与契約は書面

によるものではなく、また本件各土地

は原告甲が直接占有しており、何らか

の引渡しがなされた具体的事実は窺え

ないから、本件移転登記が贈与契約の

履行にあたるとしました。

Ⅱ 借地の引渡しの場合

昭５３．１２．２０東京高裁（棄却・確定）

Ｚ１０３－４２９５

昭５２．４．１３横浜地裁（棄却）

Ｚ０９４－３９７３

親子間の借地権の贈与時期が争われ

たこの判決では、借地権贈与の履行行

為について次のように示しています。

� 借地権贈与については、①借地

名義人を受贈者に書換えること

（又はこれに準ずべき借地権譲渡

についての賃貸人の承諾を得るこ

と）、②借地上建物につき、受贈者

名義に所有権移転登記手続を経由

すること、③①、②の事実が認め

られない場合であっても、贈与者

から受贈者に対する「借地の引渡

し」がなされたものと認められる

ことを以て履行行為に該るという

ことができる。

� 本件書面によらない借地権の贈

与において「借地の引渡し」があ

ったというためには、本件借地権

の贈与が親子間におけるものであ

ることを考慮すれば、これを外形

的、客観的に考察して、本件借地

につき、受贈者たる子が贈与者た

る父の従前の占有を排除して自ら

独立の占有を取得したことが明ら

かであることを要するものという

べきである。

そして、本件において借地権の贈与

の履行が終わったのは、受贈者がビル

建築のために賃貸人から土地使用承諾

書の交付を得て、贈与者所有名義の建

物の取毀し等を行ったときであるとし

ました。

Ⅲ 書面によらない死因贈
与契約の履行

平２５．６．４公表裁決（全部取消し）

Ｊ９１－４－１２

本件は、被相続人と書面によらない

死因贈与契約を締結していた請求人

が、相続人らに対する所有権移転登記

手続等請求訴訟で訴訟上の和解をし、

その和解条項第１項のとおり被相続人

から死因贈与により本件預金を取得し

たとして相続税の申告をしたところ、

原処分庁が無申告加算税の賦課決定処

分をしたことから、その取消しを求め

た事案です。

審判所は、次のように判断して、本

件申告書が期限後申告書であることを

前提にされた原処分を取消しました。

本件和解条項第１項の死因贈与は書

面によらないものとみるのが相当であ

り、本件相続人は本件訴訟で当該死因

贈与契約が不成立である旨を主張し、

予備的に当該死因贈与契約を撤回する

旨を主張していた。そうすると本件和

解の成立前の時点においては、被相続

人の全財産を死因贈与により取得した

とする請求人の権利は、極めてぜい弱

なものであったといえることから、本

件和解の成立前において請求人が自己

のために相続の開始があったことを知

ったものとは認められない。

本件和解により、本件相続人が当該

死因贈与契約について、その一部を撤

回したものとみるのが相当であり、一

部撤回後の当該死因贈与契約の履行が

確定したと認めるのが相当であるか

ら、請求人については、死因贈与契約

の履行が確定した本件和解の日をもっ

て、相続税法第２７条第１項に規定する

「相続の開始があったことを知った

日」とするのが相当である。

おわりに

ＴＡＩＮＳではほかにも書面によら

ない贈与が争点となった判例・裁決を

収録しています。是非、実務にお役立

てください。

収録内容に関するお問合せ

はデータベース編集室へ

０３－５４９６－１４１６
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